
根拠となる条例等の条項 

 

特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号） 

 

（成立の時期等） 

第十三条 （略） 

２ （略） 

３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしな

いときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。 

 

（改善命令） 

第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規

定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若し

くは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動

法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることがで

きる。 

 

（設立の認証の取消し） 

第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であっ

て他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九

条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認

証を取り消すことができる。 

２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令に

よってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監

督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非

営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 

３・４ （略） 

 

（勧告、命令等） 

第六十五条 （略） 

２・３ （略） 

４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特

定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当

該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることがで

きる。 

５～７ （略） 

 

（その他の事業の停止） 

第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の

規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営

利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に

対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

 



 

（認定又は特例認定の取消し） 

第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四

条第一項の認定を取り消さなければならない。 

一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するとき。 

二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の

更新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。 

三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないと

き。 

四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。 

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項

の認定を取り消すことができる。 

一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくな

ったとき。 

二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 

三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したと

き。 

３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第

一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とある

のは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。 

４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項

の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し（第六十九条において「認定の取消

し」という。）及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の取消し

（同条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。 

 


